
別紙１ 

総合事業の構成 

 

 

法改正前  法改正後 

介護給付（要介護１～５） 
 

介護給付（要介護１～５） 

予防給付 
（要支援１、２） 

訪問看護・福祉用具等 
 

予防給付（要支援１、２） 訪問看護・福祉用具等 

④訪問介護 
（ホームヘルプサービス） 

  

地
域
支
援
事
業 

①介護予防・日常生
活支援総合事業 
(総合事業) 

②介護予防・生活支援 
サービス事業 
（要支援１、２） 
（基本チェックリスト該当者） 

⑥訪問型サービス 

⑤通所介護 
（デイサービス） 

⑦通所型サービス 

地
域
支
援
事
業 

介護予防事業 
(第1号被保険
者) 

介護予防把握事業 

 

③一般介護予防事業 
（第 1 号被保険者） 

介護予防把握事業 

介護予防普及啓発事業 
（一次予防事業対象者向け介護予防
教室 等） 介護予防普及啓発事業 

（介護予防教室 等） 通所型介護予防事業※ 
（二次予防事業対象者向け介護予防
教室） 

地域介護予防活動 
支援事業 

地域介護予防活動 
支援事業 

介護予防一般高齢者 
施策評価事業 

一般介護予防事業 
評価事業 

 
地域リハビリテーション 
活動支援事業 

※法改正により通所型介護予防事業（二次予防事業）は廃止され、介護予防普及啓発事業の枠組みの中で、対象者を分け隔てることのない介護予防の取組を

推進する。 

 介護保険制度 


